






　　地域支援事業の制度改正等について

款 項 平成２６年度 平成３０年度 項平成２７～２８年度 平成２９年度
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完全実施準備期間

【介護予防給付】
（要支援１～２）

訪問看護、福祉用具 等

訪問介護、通所介護

【介護給付】（要介護１～５）

（新規）【新しい総合事業】

基準を緩和したサービス

住民主体による支援 等

その他の生活支援サービス

一般介護予防事業

（新規）【在宅医療・介護連携推進事業】

退院支援のルール化

地域連携パス

在宅医療・介護連携推進協議会

（新規）【認知症総合支援事業】

認知症ケアパス

認知症地域支援推進員

（専門職・嘱託医）

認知症初期集中支援チーム

【総合相談】

【権利擁護】

【包括的・継続的マネジメント支援】

【認知症高齢者見守り支援】

【訪問型介護予防】

【運動器の機能訓練】

【介護予防教室】

【虚弱高齢者自立支援】

【地域介護予防推進・啓発】

【実態把握】

（新規）【生活支援体制支援事業】

第一層協議体（市）

生活支援コーディネーター

早期診断・早期対応

２４時間３６５日

在宅医療・介護サービス

提供体制の構築

多職種研修

情報共有

急変時の対応

在宅での看取り主治医・副主治医

グループ支援

適切なケア

負担緩和（家族）

地域で暮らす

第二層協議体（未定）

生活支援コーディネーター

訪問介護、通所介護

市独自の
仕組み

（充実）地域包括支援センターがパイプ役として活動

《機能強化》

訪問介護

通所介護

移行年度

新事業実施


